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一
、
は
じ
め
に

　

本
論
は
、
曹
洞
宗
の
江
戸
時
代
の
学
僧
・
瞎
道
本
光
（
一
七
一
〇

〜
一
七
七
三
、
指
月
慧
印
﹇
一
六
八
九
〜
一
七
六
四
﹈
の
資
）
の
著

作
で
あ
る
『
禅
戒
口
訣
或
問
』
の
検
討
を
通
し
て
、
瞎
道
に
よ
っ
て

示
さ
れ
た
禅
戒
思
想
の
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

二
、『
禅
戒
口
訣
或
問
』
解
題

　
『
禅
戒
口
訣
或
問
』
で
あ
る
が
、
今
回
の
研
究
で
は
、
愛
知
学
院

大
学
図
書
館
蔵
・
同
禅
研
究
所
配
架
の
江
戸
期
写
本
に
よ
っ
て
検
討

を
行
う
。
当
写
本
は
『
室
内
聯
灯
秘
訣
』
と
の
二
冊
本
で
あ
り
、

『
禅
戒
口
訣
或
問
』
は
二
冊
目
に
該
当
す
る
。

　

本
書
の
成
立
経
緯
だ
が
、
先
行
研
）
1
（

究
及
び
本
書
の
「
序
」「
奥

書
」「
後
序
」
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
元
々
は
、
太
白
山
永
福
寺
（
群

馬
県
高
崎
市
内
）
の
現
住
禅
海
長
老
が
癸
亥
（
寛
保
三
年
﹇
一
七
四

三
﹈）
に
夏
安
居
を
修
行
し
た
際
、
特
に
請
さ
れ
た
こ
と
に
応
じ
て

編
ま
れ
た
と
い
い
、
実
際
の
編
集
は
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
閏
二

月
、
瞎
道
四
五
歳
の
時
に
、
樹
王
山
慶
福
寺
（
埼
玉
県
深
谷
市
内
）

で
の
開
戒
会
を
終
え
た
後
、
向
陽
庵
内
で
行
っ
た
問
答
を
筆
記
し
た

も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
執
筆
の
契
機
は
早
い
段
階

か
ら
あ
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
完
成
す
る
ま
で
に
は
一
〇
年
以
上
を

要
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
、
先
の
禅
海
長
老
に
見
せ
た
所
、
内

容
に
つ
い
て
詰
問
を
受
け
た
た
め
、
応
答
を
宝
暦
四
年
二
月
一
九
日

に
「
序
」
へ
組
み
入
れ
た
。
更
に
或
人
が
向
陽
庵
の
瞎
道
を
訪
ね
、

瞎
道
本
光
『
禅
戒
口
訣
或
問
』
の
研
究

菅　
　

原　
　

研　
　

州
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二
問
の
問
答
を
行
っ
た
と
い
う
。
そ
の
日
、
瞎
道
は
落
馬
に
よ
る
身

体
の
痛
み
が
酷
く
臥
せ
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
律
儀
に
答
え
て
お

り
、
こ
の
問
答
を
組
み
入
れ
て
同
年
上
已
（
三
月
三
日
）
に
「
後

序
」
を
記
し
、
脱
稿
し
た
。

　

本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

・
禪
戒
口
訣
集
序
（
禅
海
長
老
か
ら
の
詰
問
一
条
含
む
）

　

・
禪
戒
口
訣
或
問
（
本
文
・
全
三
一
条
の
問
答
）

　

・
回
向

　

・
略
凡
例

　

・
奥
書

　

・
後
序
（
或
人
か
ら
の
質
問
二
条
含
む
）

　

以
上
か
ら
、
本
書
は
宗
門
の
禅
戒
思
想
に
つ
い
て
、
瞎
道
が
周
囲

に
い
た
僧
侶
達
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
形
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
は
、
本
文
の
問
答
三
一
条
に
加
え
、
序

に
一
条
、
後
序
に
二
条
含
ま
れ
る
た
め
、
全
体
で
は
三
四
条
の
問
答

が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
基
本
、
本
文
の
各
問
答
は
段
落
に

よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
が
三
一
条
だ
が
、
各
条
中
で
更

に
問
答
を
進
め
る
場
合
が
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

　

回
向
に
つ
い
て
は
、
瞎
道
に
よ
る
も
う
一
つ
の
禅
戒
論
で
あ
る

『
宗
伝
戒
文
試
参
）
2
（
請
』
に
も
見
え
る
が
、
本
書
の
場
合
は
「
浄
戒
之

有
無
」
に
つ
い
て
比
較
し
つ
つ
、「
安
穩
有
戒
之
處
」
に
住
す
る
よ

う
学
人
に
示
し
、
末
尾
に
「
上
来
ノ
問
答
、
集
ム
ル
所
ノ
功
德
ハ
、

無
上
正
等
菩
提
ニ
囬
向
）
3
（
ス
」
と
締
め
括
っ
て
い
る
。

　

略
凡
例
は
、
題
を
便
宜
的
に
付
し
た
。
内
容
は
、
本
文
に
つ
い
て

「
此
等
之
文
ハ
皆
、
諸
ノ
経
疏
ヨ
リ
抜
出
ス
」
と
あ
っ
て
、
瞎
道
の

私
見
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
戒
学
の
文
脈
に
依
拠
し
つ
つ
論
じ
た
も

の
だ
と
し
た
。
こ
れ
は
、
万
仞
道
坦
『
仏
祖
正
伝
禅
戒
鈔
』
に
も
同

様
の
態
度
が
見
ら
れ
）
4
（

る
が
、
当
時
の
宗
門
学
僧
の
戒
学
に
対
す
る
基

本
的
な
態
度
と
し
て
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三
、
瞎
道
の
執
筆
態
度
に
つ
い
て

　

瞎
道
に
よ
る
本
書
の
執
筆
態
度
を
検
討
し
た
い
。
契
機
に
つ
い
て

は
先
に
見
た
よ
う
に
、
永
福
寺
の
禅
海
長
老
に
請
わ
れ
た
た
め
だ

が
、
瞎
道
自
身
の
動
機
は
略
凡
例
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

我
、
今
日
、
犯
戒
罪
叉
磨
ノ
為
二
、
如
此
撰
集
シ
テ
、
同
志
之

梵
行
者
ニ
遺
属
ス
。
未
ダ
之
ヲ
口
訣
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
者
、

將
来
之
大
士
ニ
付
ス
。
嗚
）
5
（
呼
。

　

瞎
道
は
、
自
ら
が
そ
れ
ま
で
に
犯
し
た
戒
罪
へ
の
叉
磨
（
懺
悔
の
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意
）
の
た
め
に
、
本
書
を
撰
集
し
て
、
志
を
同
じ
く
す
る
修
行
者
へ

遺
嘱
す
る
も
の
だ
と
し
た
。
も
し
、
口
訣
と
し
て
不
足
が
あ
れ
ば
、

将
来
の
大
士
に
改
め
て
付
属
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
本
書
で
は

後
述
す
る
よ
う
に
、
本
文
③
の
問
答
で
受
戒
・
伝
戒
時
に
お
け
る
加

行
の
意
義
を
詳
し
く
論
じ
）
6
（
る
際
に
、
懺
悔
に
つ
い
て
も
言
及
す
る

が
、
善
行
の
功
徳
を
も
っ
て
懺
悔
に
比
す
る
態
度
を
採
っ
て
い
る
た

め
、
本
書
執
筆
も
善
行
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
か
と
推
測
さ

れ
る
。

　

同
じ
く
、
後
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

然
レ
バ
則
、
汝
也
ノ
訓
ニ
依
ル
者
、
後
人
我
意
ノ
説
也
。
高
祖

之
真
説
ニ
仍
テ
、
而
布
洒
陀
説
戒
ノ
時
、
宜
ク
如
也
之
訓
詁
ニ

従
フ
ベ
）
7
（

シ
。

　

布
薩
説
戒
の
時
な
ど
に
は
、
後
人
我
意
の
説
で
は
な
く
て
、
高
祖

の
真
説
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
曹
洞
宗
所
伝
の

禅
戒
論
の
確
立
を
願
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
。

四
、『
禅
戒
口
訣
或
問
』
全
三
四
条
の
設
問
に
つ
い
て

　

以
下
は
本
書
収
録
の
各
問
答
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
本
節
で

は
各
設
問
を
原
文
翻
刻
の
形
で
挙
げ
た
。
そ
の
際
、
原
文
に
は
な
い

が
冒
頭
に
番
号
と
、
末
尾
に
は
丁
数
を
付
し
た
。
ま
た
、
各
設
問
に

つ
い
て
、
大
問
で
あ
れ
ば
段
落
を
変
え
て
書
写
さ
れ
て
い
る
が
、
小

問
に
つ
い
て
は
同
じ
段
落
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
大
問
を

丸
数
字
、
小
問
は
丸
数
字
の
下
に
更
に
数
字
を
付
し
て
表
し
た
（
以

下
本
論
に
お
い
て
問
答
を
採
り
上
げ
る
時
に
は
、「
本
文
③
」
の
よ

う
に
略
記
す
る
）。

　

ま
ず
は
設
問
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
本
書
全
体
の
傾
向
を
検
討
し

た
い
。

序①
（
禅
海
長
老
）
或
曰
、
惜
イ
乎
哉
、
此
口
訣
集
ノ
中
、
未
タ
波
羅

提
毘
木
叉
之
説
ヲ
見
ズ
。
惜
イ
乎
哉
、
師
、
如
今
、
云
不
ン
ハ

焉
、
則
一
大
欠
事
ニ
不
ヤ
。（
一
丁
表
）

本
文

①
或
問
、
禅
戒
之
大
宗
者
、
不
能
語
禪
戒
篇
ノ
中
ニ
於
テ
、
粗
一
經

一
論
ニ
依
憑
シ
テ
、
而
モ
後
人
之
、
此
戒
ヲ
造
立
セ
不
ン
コ
ト
ヲ

知
。
然
ド
モ
、
未
タ
低
細
ニ
戒
之
梵
漢
ノ
名
ト
大
小
異
同
等
ヲ
会

取
セ
ザ
ル
。
吾
、
今
、
疑
問
ヲ
挙
テ
焉
、
請
師
、
予
ノ
為
、
一
一
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解
説
セ
ヨ
。（
二
丁
表
）

①
―
1
進
云
、
戒
ノ
梵
漢
名
者
。（
二
丁
表
）

②
問
、
十
善
戒
者
、
所
謂
不
殺
生
戒
等
ノ
十
重
禁
乎
、
若
何
。（
二

丁
裏
）

②
―
1
或
云
ク
、
性
戒
ト
云
、
若
シ
子
カ
説
ノ
如
ン
ハ
、
性
自
能
持

者
、
受
持
ト
謂
フ
者
、
若
何
ン
。（
二
丁
裏
）

②
―
2
制
戒
者
。（
三
丁
表
）

②
―
3
問
、
其
義
如
何
。（
三
丁
裏
）

③
問
、
上
来
ハ
十
善
戒
也
。
宗
傳
ノ
戒
法
、
若
何
ン
。
其
中
、
七
日

加
行
等
ノ
㕝
、
師
當
ニ
宣
説
ス
ベ
シ
。（
四
丁
裏
）

③
―
1
問
、
或
師
ノ
曰
、
宗
傳
ノ
儀
軌
ニ
本
ヨ
リ
對
首
懺
悔
無
シ
。

然
ル
ニ
今
之
ヲ
行
ス
ル
、
是
ニ
似
テ
不
是
ト
、
此
説
如
何
ン
。

（
五
丁
裏
）

③
―
2
尓
ラ
ハ
對
首
懺
セ
不
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
歟
。（
五
丁
裏
）

③
―
3
懺
悔
ノ
字
義
、
梵
カ
華
カ
、
若
何
ン
。（
五
丁
）
8
（

表
）

③
―
4
問
、
礼
佛
カ
先
ナ
ル
カ
、
叉
磨
カ
先
ナ
ル
カ
。（
五
丁
表
）

③
―
5
問
、
何
ン
カ
故
ソ
戒
法
ノ
一
種
ノ
ミ
受
ル
コ
ト
ヲ
須
イ
ン
ト

要
ス
耶
。（
六
丁
表
）

③
―
6
問
、
若
シ
悪
ハ
頓
ニ
止
ム
可
シ
、
善
ハ
也
頓
ニ
生
ス
可
不
ン

者
、
亦
、
應
ニ
頓
ニ
滅
ス
可
ク
、
解
ハ
頓
ニ
生
可
不
（「
不
」

は
異
筆
の
傍
注
に
て
付
記
）
ル
ベ
キ
カ
。（
六
丁
表
）

④
問
、
受
戒
ノ
受
者
。

⑤
問
、
授
菩
薩
戒
ノ
師
ハ
出
家
人
ノ
ミ
用
ユ
ト
爲
ン
カ
、
復
在
家
ノ

人
ヲ
モ
用
ユ
ト
為
ン
カ
。（
六
丁
裏
）

⑤
―
1
問
、
宗
門
中
ノ
菩
薩
、
戒
ヲ
受
ル
所
以
ン
者
。（
六
丁
裏
）

⑥
問
、
三
歸
戒
ハ
宗
傳
ノ
中
ニ
分
明
也
矣
。
然
ニ
予
、
大
涅
槃
經
ヲ

閲
ル
ニ
第
四
巻
ニ
〈
九
下
〉
曰
、
復
、
次
ニ
迦
葉
、
諸
佛
ノ
師

ト
ス
ル
所
ハ
所
謂
法
也
。
是
ノ
故
ニ
如
来
ハ
恭
敬
供
養
ス
、
法

常
ナ
ル
ヲ
以
ノ
故
ニ
、
諸
佛
モ
亦
、
常
也
ト
。
此
ノ
佛
語
ニ
依

ル
ニ
、
先
ツ
法
ニ
歸
ス
可
シ
。
何
ソ
佛
ニ
歸
ス
ル
ヤ
。（
六
丁

裏
〜
七
丁
表
）

⑦
問
、
吾
三
歸
ハ
佛
経
秘
軌
ノ
如
ナ
ラ
不
ル
カ
、
律
ニ
ハ
總
別
受
有

ト
説
ノ
若
何
ン
。（
七
丁
表
）

⑧
問
、
三
羯
磨
ト
者
、
或
カ
曰
、
戒
相
ヲ
與
授
ス
ル
コ
ト
三
次
ス

ル
、
卽
是
也
ト
、
若
何
ン
。（
七
丁
裏
）

⑨
問
、
無
上
尊
ハ
粗
其
義
ヲ
知
ル
。
両
足
尊
ト
者
。（
九
丁
表
）

⑩
問
、
三
聚
戒
、
若
何
カ
會
取
セ
ン
。（
九
丁
裏
）

⑪
問
、
三
戒
ノ
所
對
治
、
若
何
。（
一
〇
丁
裏
）
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⑫
問
、
十
戒
者
。（
一
一
丁
裏
）

⑬
問
、
大
小
者
。（
一
一
丁
裏
）

⑭
問
、
十
戒
ノ
義
相
ハ
、
戒
鈔
等
ノ
中
ニ
分
明
ニ
参
取
ス
。
而
ニ
佛

法
ノ
大
海
ニ
ハ
信
以
テ
入
ル
ト
者
。（
一
三
丁
表
）

⑮
問
、
直
三
宝
ニ
皈
ス
ル
ハ
纔
ニ
三
途
ノ
苦
ヲ
免
離
ス
ル
而
已
カ
、

若
何
ン
。（
一
四
丁
表
）

⑯
問
、
三
戒
ハ
分
明
ニ
聞
了
ル
也
。
十
重
禁
戒
ノ
義
相
ハ
戒
鈔
等
ニ

因
、
分
明
會
取
ス
レ
ド
モ
、
而
レ
ド
モ
複
、
後
人
ノ
為
ニ
、
三

五
之
戒
相
ヲ
擧
テ
問
ン
。
師
、
更
ニ
對
一
説
セ
ヨ
。（
一
四
丁

裏
）

⑯
―
1
問
、
第
一
戒
ノ
敎
授
文
ニ
生
命
殺
サ
不
ハ
、
佛
種
増
長
ス
ト

ハ
。（
一
四
丁
裏
）

⑯
―
2
問
、
第
十
毀
謗
三
宝
ト
ハ
。（
一
五
丁
表
）

⑰
問
、
世
間
戒
等
ノ
如
ハ
則
、
時
限
有
。
乃
至
、
聲
聞
ノ
受
具
モ
則

一
形
ヲ
劑
ル
〈
云
、
盡
形
壽
〉。
今
此
ノ
吾
カ
佛
戒
修
行
ニ
方

語
有
リ
ヤ
否
ヤ
。（
一
五
丁
表
・
裏
）

⑰
―
1
問
、
然
モ
雖
モ
、
是
如
也
ト
、
昭
着
ノ
時
、
方
而
今
、
之
ヲ

聞
ン
。（
一
五
丁
裏
）

⑱
問
、
宝
鏡
三
昧
東
西
同
契
ノ
戒
、
是
ヲ
金
剛
宝
戒
ト
謂
。
入
室
ノ

真
子
ノ
ミ
之
ヲ
受
可
シ
。
然
ニ
、
今
時
ハ
緇
素
男
女
及
ヒ
自
陀

（
佗
か
）
宗
ノ
信
人
同
ク
之
受
ク
。
室
内
室
外
差
品
有
リ
麼
。

（
一
六
丁
表
〜
裏
）

⑲
問
、
布
薩
者
。（
一
六
丁
裏
）

⑳
問
、
敎
授
者
。（
一
七
丁
裏
）

㉑
問
、
敎
授
文
者
。（
一
七
丁
裏
）

㉒
問
、
道
場
者
。（
一
八
丁
表
）

㉓
問
、
戒
法
者
根
本
何
ニ
由
テ
カ
起
ル
。（
一
八
丁
裏
）

㉓
―
1
秘
密
者
。（
一
九
丁
裏
）

㉓
―
2
問
、
其
義
者
。（
一
九
丁
裏
）

㉓
―
3
什
麼
為
カ
無
始
未
得
ナ
ル
。（
一
九
丁
裏
〜
二
〇
丁
表
）

㉔
問
、
本
原
戒
、
什
麼
ト
為
カ
受
授
ヲ
假
ル
ヤ
。（
二
〇
丁
表
）

㉔
―
1
稱
義
者
。（
二
〇
丁
表
）

㉔
―
2
其
実
相
者
。（
二
〇
丁
表
）

㉕
問
、
如
来
平
等
慧
者
。（
二
〇
丁
表
）

㉖
問
、
戒
法
門
者
。（
二
〇
丁
表
）

㉗
問
、
正
法
戒
者
。（
二
〇
丁
裏
）

㉘
問
、
受
戒
傳
戒
其
差
如
何
。（
二
〇
丁
裏
）

㉙
問
、
血
脈
ノ
圖
者
。（
二
〇
丁
裏
）
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㉚
問
、
吉
祥
門
下
ノ
戒
脈
ニ
洞
濟
一
合
相
ニ
圖
ス
ル
者
。（
二
一
丁

表
）

㉛
問
、
𣴎
リ
聞
ク
所
修
ノ
勝
行
三
學
ニ
過
莫
ト
、
師
、
予
カ
為
説
ヘ

シ
。（
二
一
丁
表
）

後
序

①
有
人
来
テ
予
語
云
、
彼
定
共
ト
道
共
ト
戒
者
、
固
ヨ
リ
禪
戒
可
キ

ニ
之（

見
せ
消
ち
）

名
義
故
、
師
ハ
何
ソ
簡
シ
テ
焉
憑
據
セ
不
ル
乎
。（
二
二
丁

表
）

②
復
問
、
戒
経
ノ
中
ニ
若
佛
子
ト
稱
ル
之
若
ノ
字
、
如
何
ン
。（
二

三
丁
表
）

　

本
書
の
設
問
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
本
文
①
の
問
い
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、「
戒
」
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
、
広
範
に
尋
ね
た
内

容
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
②
の
問
い
の
よ
う

に
、
問
者
が
十
善
戒
と
十
重
禁
戒
と
の
混
同
を
示
す
な
ど
し
て
お

り
、
当
時
の
曹
洞
宗
侶
一
般
の
戒
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
は
、
系

統
立
て
て
学
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
が
あ
っ
た
様
子
が
理
解
で
き

よ
う
。
し
か
し
、
瞎
道
は
当
世
一
流
の
学
僧
と
し
て
、
諸
疑
問
に
答

え
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
本
書
の
問
者
も
、

中
途
半
端
な
答
え
で
は
満
足
せ
ず
に
、
納
得
で
き
る
ま
で
関
連
事
項

を
尋
ね
る
様
子
が
、
臨
場
感
を
伴
っ
て
伝
わ
る
文
献
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
本
書
で
は
戒
学
一
般
の
み
な
ら
ず
、
宗
門
の
「
授
戒

会
」
に
お
け
る
差
定
的
問
題
、
引
い
て
は
「
室
内
」
に
ま
で
関
わ
る

一
々
の
事
象
が
、
細
か
く
問
答
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
初
学

者
向
け
の
文
献
と
し
て
、
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
既
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
瞎
道
に
は
本
書
よ
り
後
年
に
記
し

た
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
に
て
、
特
に
宗
門
所
伝
の
『
教
授
戒
文
』

解
釈
を
中
心
に
、
改
め
て
自
身
の
戒
学
の
成
果
を
世
に
問
う
て
い
る

け
れ
ど
も
、
本
書
は
そ
の
先
駆
け
と
し
て
、
ま
た
、『
教
授
戒
文
』

以
外
の
戒
学
一
般
へ
の
理
解
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
文
献
で
あ
る
。

　

惜
し
む
ら
く
は
、
本
書
は
刊
行
さ
れ
ず
に
、
書
写
さ
れ
て
伝
わ
っ

て
お
り
、
管
見
の
限
り
現
存
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
よ
っ

て
、
他
の
学
僧
や
、
当
時
の
曹
洞
宗
侶
一
般
に
対
し
て
の
影
響
力

は
、
考
慮
す
べ
き
で
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
瞎
道
の
立
場

に
鑑
み
、
そ
の
周
囲
の
学
人
に
学
ば
れ
た
可
能
性
ま
で
否
定
す
べ
き

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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五
、『
禅
戒
口
訣
或
問
』
の
曹
洞
宗
禅
戒
研
究
上
の
位
置
付
け

　

本
書
の
曹
洞
宗
の
禅
戒
研
究
上
に
お
け
る
位
置
付
け
を
検
討
し
て

み
た
い
。

　

本
書
で
は
、
曹
洞
宗
の
禅
戒
関
連
と
し
て
、
以
下
の
文
献
等
を
参

照
し
て
い
る
。
な
お
、
書
名
が
確
認
で
き
る
順
番
に
挙
げ
て
い
る
。

・
指
月
慧
印
著
『
禅
戒
篇
』（
享
保
二
〇
年
﹇
一
七
三
五
﹈
著
、
元

文
二
年
﹇
一
七
三
七
﹈
序
）
9
（

刊
）

　
　
　

本
文
①
の
問
い
で
、
問
者
が
「
禅
戒
之
大
宗
者
、
不
能
語
禪

戒
篇
ノ
中
ニ
於
テ
、
粗
一
經
一
論
ニ
依
憑
シ
テ
、
而
モ
後
人

之
、
此
戒
ヲ
造
立
セ
不
ン
コ
ト
ヲ
知
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

指
月
の
『
禅
戒
篇
』
を
学
ん
だ
上
で
、
瞎
道
に
尋
ね
て
い
る
様

子
が
分
か
る
。
同
じ
く
、
瞎
道
も
本
文
②
の
応
答
に
「
而
、
十

重
禁
ハ
自
十
善
戒
ヲ
攝
取
ス
。
禪
戒
篇
ノ
中
ノ
説
ノ
如
）
10
（

シ
」
と

し
、『
禅
戒
篇
』
を
参
照
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
瞎
道

の
本
師
で
あ
る
指
月
の
『
禅
戒
篇
』
を
受
け
つ
つ
、
更
に
宗
門

の
戒
学
一
般
に
つ
い
て
説
い
た
内
容
だ
と
い
え
る
。

　
　
　
『
禅
戒
篇
』
に
つ
い
て
は
、
指
月
の
著
作
名
の
多
く
に
見
え

る
「
不
能
語
」
が
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
）
11
（
る
が
、
本
書
で
は

『
不
能
語
禅
戒
篇
』
と
呼
ん
で
い
る
（『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
で

も
同
様
）。
こ
れ
は
、
指
月
の
著
作
に
つ
い
て
、
門
弟
達
が

「
不
能
語
」
を
付
け
て
呼
ん
で
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ

る
が
、
そ
も
そ
も
『
禅
戒
篇
』
の
自
序
は
「
不
能
語
序
」
と

な
っ
て
お
り
、
表
題
に
付
い
て
い
な
く
て
も
そ
う
呼
ば
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
か
。

・
面
山
瑞
方
提
唱
「
但
州
説
戒
」（
宝
暦
二
年
﹇
一
七
五
二
﹈
春
・

但
馬
大
用
寺
の
戒
会
で
提
唱
。
宝
暦
一
〇
年
﹇
一
七
六
〇
﹈
に

『
若
州
永
福
和
尚
説
）
12
（

戒
』
と
し
て
刊
行
）

　
　
　

本
文
③
の
応
答
で
、
瞎
道
は
「
或
師
ノ
加
行
ト
者
、
尋
常
ノ

行
ニ
於
テ
更
ニ
受
戒
之
前
行
ヲ
加
ル
ノ
義
）
13
（

也
」
と
し
て
い
る

が
、
傍
注
に
「
面
山
師
但
煬
説
戒
」
と
付
記
し
て
い
る
。『
若

州
説
戒
』
で
は
「
加
行
ノ
因
縁
」
項
に
「
總
ジ
テ
加
行
ト
云

ハ
、
受
戒
ノ
時
ユ
ヘ
ニ
、
日
用
ノ
勤
行
ノ
ウ
ヘ
ニ
、
別
行
ヲ
加

增
シ
テ
勤
ム
ル
意
ニ
テ
、
行
ヲ
加
ル
ト
云
義
ナ
）
14
（

リ
」
と
あ
っ

て
、
言
い
回
し
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
書
が

『
若
州
説
戒
』
刊
行
前
の
成
立
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
お
そ
ら

く
は
瞎
道
本
人
が
面
山
の
「
但
州
説
戒
」
に
随
喜
し
て
筆
録
か

記
憶
し
た
内
容
を
用
い
て
い
る
た
め
に
相
違
が
発
生
し
た
と
推
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定
で
き
る
。
既
に
、
筆
者
が
指
摘
し
た
通
）
15
（
り
、
瞎
道
は
面
山
の

動
向
や
思
想
に
つ
い
て
、
熱
心
に
情
報
収
集
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
書
㉑
の
応
答
で
瞎
道
は
、

『
教
授
文
』
の
写
本
入
手
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
そ
の
際

に
「
而
ル
後
ニ
吉
祥
甁
老
人
ニ
逢
着
ス
レ
ハ
、
則
復
タ
宗
祖
説

戒
之
貝
葉
記
也
ト
言
ヘ
）
16
（
リ
」
と
い
う
、『
教
授
文
』
へ
の
評
価

を
直
接
聞
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
吉
祥
甁
老
人
」
と

は
、
面
山
本
人
を
指
す
か
ら
、
両
者
は
面
山
の
永
福
庵
開
創
後

に
直
接
面
会
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　
　
　

ま
た
、
本
文
③
―
1
の
問
い
に
「
或
師
」
の
見
解
と
し
て
、

宗
門
所
伝
の
儀
軌
に
は
「
対
首
懺
悔
」
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
傍
注
に
「
但
州
説
戒
」
と
見
え

る
。『
若
州
説
戒
』「
加
行
ノ
因
縁
」
項
に
「
今
時
ノ
禪
門
戒

ニ
、
タ
レ
ガ
私
案
ニ
テ
ハ
ジ
メ
シ
コ
ト
カ
授
戒
ノ
夜
ニ
當
テ
、

初
ニ
對
首
懺
悔
ヲ
聞
ト
テ
、
僧
俗
共
ニ
一
人
ヅ
ツ
室
中
ニ
テ
、

密
ニ
今
生
造
リ
シ
惡
作
ヲ
説
セ
テ
聞
コ
ト
ア
リ
、
是
ハ
他
派
ノ

式
ヲ
洞
下
ニ
マ
ネ
タ
ル
ナ
）
17
（
リ
」
と
あ
る
た
め
、
瞎
道
と
そ
の
周

囲
で
は
面
山
の
意
図
を
正
確
に
追
随
す
る
様
子
が
理
解
で
き

る
。
な
お
、
本
書
は
懺
悔
や
布
薩
に
つ
い
て
問
答
を
繰
り
返
し

て
お
り
、
詳
細
は
後
述
す
る
。

・
道
元
提
唱
・
瑩
山
訓
読
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
教
授
）
18
（
文
』

　
　
　

本
文
⑩
の
応
答
で
、
瞎
道
は
三
聚
浄
戒
の
真
意
に
つ
い
て
、

「
大
槩
ハ
教
授
文
ノ
如
）
19
（
シ
」
と
し
て
、
戒
相
の
把
握
を
『
教
授

文
』
に
委
ね
る
様
子
が
見
え
る
。
同
様
の
活
用
と
し
て
、
本
文

⑭
の
応
答
、
本
文
⑯
―
1
の
問
い
（
第
一
不
殺
生
）、
⑯
―
2

の
問
答
（
第
十
毀
謗
三
宝
）
に
見
え
る
。
ま
た
、
本
文
㉑
の
問

い
は
「
教
授
文
者
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
応
答
と
し
て
、

瞎
道
は
『
教
授
戒
文
』
を
和
文
に
開
い
た
瑩
山
紹
瑾
が
、
弟
子

の
慧
球
大
）
20
（

師
へ
授
け
た
写
本
の
奥
書
に
関
し
て
指
摘
し
て
い
る

（『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
で
も
同
様
）。

　
　
　

な
お
、
入
手
経
緯
だ
が
、「
予
、
此
ノ
文
ヲ
古
老
之
衣

ノ

中
ヨ
リ
得
）
21
（

リ
」
と
し
て
い
る
。
古
老
が
誰
な
の
か
は
不
明
だ

が
、
既
に
本
師
・
指
月
は
『
禅
戒
篇
』
で
、
随
所
に
「
宗
伝
に

曰
く
」
と
し
て
『
教
授
（
戒
）
文
』
を
引
く
た
め
、
指
月
の
こ

と
を
指
す
か
。

・
経
豪
著
『
梵
網
経
略
抄
』（
延
慶
二
年
﹇
一
三
〇
九
﹈
六
月
一

六
）
22
（
日
）

　
　
　

本
文
⑭
の
問
い
に
「
十
戒
ノ
義
相
ハ
、
戒
鈔
等
ノ
中
ニ
分
明
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ニ
参
取
ス
」
と
あ
り
、
ま
た
、
本
書
⑯
の
問
い
に
も
「
十
重
禁

戒
ノ
義
相
ハ
戒
鈔
等
ニ
因
、
分
明
會
取
ス
レ
ド
モ
」
と
あ
っ

て
、
十
重
禁
戒
の
戒
相
の
把
握
に
『
戒
鈔
』
を
用
い
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
当
初
は
、
万
仞
道
坦
『
仏
祖
正
伝
禅
戒
鈔
』
の

略
号
と
も
思
っ
た
が
、
同
書
刊
行
は
本
書
成
立
よ
り
後
の
宝
暦

八
年
（
一
七
五
八
）
で
あ
り
、
ま
た
同
書
「
規
）
23
（
約
」
の
性
格

上
、
容
易
に
参
照
で
き
る
と
も
思
え
な
い
た
め
、
本
書
で
は
経

豪
『
梵
網
経
略
抄
』
を
参
照
し
た
と
推
定
し
た
。

　
　
　

そ
の
際
、
瞎
道
が
同
書
を
い
つ
頃
入
手
で
き
た
の
か
に
関
心

が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
万
仞
は
「
余
、
参
の
深
山
に
隠
る
こ
と
多
年
、
偶

た
ま
古
寺
を
幽
谷
に
訪
ぬ
。
夜
話
の
序
で
、
寺
主
、
一
巻
の
書

を
以
て
余
に
授
く
。
之
を
閲
す
る
に
、
則
ち
所
謂
経
豪
梵
網
鈔

な
）
24
（

り
」
と
し
て
お
り
、
参
（
三
河
国
）
の
深
山
に
い
た
）
25
（

時
に
、

偶
然
入
手
で
き
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
転
じ
て
い
え
ば
、
当

時
は
そ
れ
ほ
ど
に
珍
し
い
写
本
だ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　

以
上
の
通
り
、
本
書
は
指
月
『
禅
戒
篇
』
や
面
山
「
但
州
説
戒
」

の
後
に
続
い
て
、
禅
戒
思
想
を
展
開
し
た
内
容
だ
と
定
め
る
こ
と
が

可
能
で
、
ま
た
、『
教
授
文
』『
梵
網
経
略
抄
』
な
ど
、
宗
門
室
内
で

伝
え
ら
れ
て
き
た
文
献
な
ど
を
用
い
て
、
宗
門
所
伝
の
十
六
条
の
仏

祖
正
伝
菩
薩
戒
の
意
義
を
確
定
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
敢
え
て
、
禅
戒
復
興
に
尽
力
し
た
明
峰
派
の
月
舟
・
卍

山
、
あ
る
い
は
そ
の
門
弟
の
文
献
を
引
か
な
い
と
こ
ろ
に
関
心
が
持

た
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

な
お
、
禅
戒
思
想
文
献
で
は
な
い
が
、
本
文
⑦
の
応
答
で
、
瞎
道

は
三
帰
戒
の
式
が
、
自
他
の
宗
派
で
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、「
正
法
眼
蔵
嗣
夷
ノ
巻
ニ
曰
ク
、
縦
ヒ
同
異
ハ
則
天
地
縣
隔
ス

レ
ド
モ
、
而
箇
古
佛
ハ
唯
是
如
也
ト
信
受
ス
可
シ
）
26
（

矣
」
と
し
、
ま

た
、
本
文
⑮
の
問
い
は
帰
依
三
宝
に
関
わ
る
も
の
だ
が
、
瞎
道
の
応

答
で
は
『
正
法
眼
蔵
』「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
を
拝
す
る
よ
う
に
示

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
を
用
い
て
、
宗
旨

を
宣
揚
し
よ
う
と
す
る
様
子
は
、『
室
内
聯
灯
秘
訣
』
と
同
様
に
本

書
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

六
、『
禅
戒
口
訣
或
問
』
に
見
え
る
禅
戒
思
想

　

以
下
は
、「
禅
戒
」
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
思
想
を
挙
げ
て
、
本
書

の
特
徴
を
定
め
て
み
た
い
。
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①
禅
戒

　

本
書
は
、『
禅
戒
口
訣
或
問
』
と
い
う
題
を
付
し
て
い
る
も
の

の
、「
禅
戒
」
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
特
に
、
本
文
の
問
答
三
一
条
に
お
い
て
「
禅
戒
」
は
つ
い
に
主

題
化
さ
れ
ず
、
本
文
⑧
の
応
答
で
、
わ
ず
か
に
「
吾
禅
戒
モ
亦
羯
磨

無
）
27
（
シ
」
と
い
う
短
い
一
節
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「
禅
戒
」
と
は
、「
禅
門（
宗
門
）の
戒
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
後
序
①
に
見
る
よ
う
に
、
瞎
道
を
向
陽
庵
に
尋
ね
た

或
人
が
、
禅
戒
に
つ
い
て
詰
問
し
た
の
で
あ
っ
た
。
瞎
道
の
応
答
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

予
カ
謂
ク
、
公
ヤ
也
、
禪
戒
之
名
義
ニ
迷
惑
ス
ル
カ
故
ニ
、
此

語
有
ル
而
已
矣
。
禪
那
三
昧
之
同
異
ハ
、
則
山
高
海
乕
シ
、
而

其
廣
博
究
極
、
此
ニ
罄
ス
コ
ト
能
不
ン
ハ
、
則
且
ク
止
ム
。
厥

ノ
定
道
共
戒
者
、
次
ノ
如
ク
漏
無
漏
根
本
近
分
靜
慮
地
心
ヲ
得

ニ
由
テ
、
爾
ノ
時
、
便
チ
從
心
轉
ナ
ル
カ
故
ニ
共
ト
曰
。
定
道

之
名
也
者
、
舊
翻
ニ
シ
テ
、
而
新
譯
ニ
ハ
漏
無
漏
靜
慮
律
儀
ト

曰
。
卽
、
別
解
脱
戒
ハ
則
作
法
受
得
ニ
シ
テ
而
不
隨
心
轉
ノ
戒

ニ
同
カ
ラ
不
。
作
法
モ
亦
復
心
地
戒
也
ト
道
ハ
バ
、
向
テ
道

ン
、
心
地
戒
之
作
法
ハ
唯
眞
常
獨
露
ナ
ル
而
已
矣
。
其
定
道
之

心
ト
戒
ト
倶
ナ
ル
カ
故
共
ト
云
ヒ
、
或
ハ
定
中
ニ
身
語
ノ
悪
現

行
思
ヲ
止
ル
ニ
依
テ
、
漏
無
漏
二
共
戒
を
立
ル
耳
。
乃
至
、
廣

説
ハ
瑜
伽
論
等
ノ
如
ク
知
レ
。
豈
ニ
禪
門
戒
之
名
數
ニ
混
同
ス

可
ン
乎
。
若
シ
禪
戒
之
眷
属
ト
云
ハ
バ
、
則
且
ク
聴
許
セ
）
28
（
ン
。

　

瞎
道
の
見
解
と
し
て
は
、
禅
戒
に
関
連
し
て
「
定
道
共
戒
」
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
大
乗
義
章
』
巻
一
〇
「
三
聚
戒
七

門
分
別
」
中
の
「
辨
相
三
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。『
大
乗
義

章
』
で
は
三
聚
浄
戒
の
「
摂
律
儀
戒
」
に
お
い
て
包
摂
さ
れ
る
戒
の

種
類
に
つ
い
て
「
一
別
解
脱
戒
、
二
者
禅
戒
、
三
無
漏
戒
」
と
あ
る
こ

と
を
受
け
て
、
瞎
道
は
右
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、
同
書
で

は
禅
戒
を
「
経
論
亦
た
定
共
戒
と
名
づ
く
る
也
」
と
し
て
「
定
共

戒
」
と
し
、
続
く
「
無
漏
戒
」
を
「
経
論
亦
た
道
共
戒
と
名
づ
く

る
）
29
（

也
」
と
し
て
「
道
共
戒
」
と
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
戒
の

あ
り
方
を
総
合
し
て
、
瞎
道
は
「
定
道
共
戒
」
と
し
た
。
更
に
、

『
倶
舎
論
』
巻
四
四
「
分
別
業
品
第
四
之
二
」
か
ら
、「
定
道
」
の
訳

語
の
問
題
を
取
り
出
し
つ
つ
「
静
慮
律
儀
」
が
「
根
本
近
分
静
慮

地
）
30
（
心
」
を
得
る
こ
と
だ
と
し
て
、
定
道
と
静
慮
律
儀
と
が
同
じ
こ
と

だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
、
静
慮
＝
定
が
心
を
転
じ
て
い

き
、
結
果
と
し
て
戒
に
な
る
こ
と
か
ら
「
心
地
）
31
（
戒
」
だ
と
し
て
い
る
。
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ま
た
、
先
に
挙
げ
た
『
大
乗
義
章
』
の
戒
の
三
つ
の
種
類
で
、

「
別
解
脱
戒
」
の
み
は
こ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
し
た
。「
別
解
脱

戒
」
に
つ
い
て
、『
大
乗
義
章
』
で
は
「
戒
は
正
順
解
脱
の
本
な

り
」
の
意
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
瞎
道
は
『
倶
舎
論
疏
』
巻

一
）
32
（
五
か
ら
「
作
法
受
得
」
で
あ
る
と
し
、『
大
乗
義
章
』
で
「
此
れ

之
の
解
脱
、
定
道
二
種
の
心
と
俱
な
ら
）
33
（
ず
」
と
あ
る
こ
と
を
解
釈
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
瞎
道
は
後
に
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
で
も
、
上
記
の
『
大

乗
義
章
』
を
引
い
て
禅
戒
を
解
説
し
て
い
る
が
、
禅
定
の
辺
に
戒
法

が
随
生
す
る
こ
と
を
禅
戒
と
す
る
見
解
を
受
け
て
、「
是
に
於
い
て

知
る
べ
し
。
其
の
名
、
異
な
ら
ず
。
其
の
体
、
大
い
に
殊
と
す
。
新

戒
等
、
参
禅
学
道
を
廃
す
る
こ
と
勿
）
34
（

れ
」
と
し
参
禅
学
道
を
基
本
に

し
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
戒
定
慧
の
三
学
と
い
う
観
点
で
そ
れ
ぞ
れ

の
機
能
を
示
す
場
合
に
は
、
本
文
㉛
の
応
答
に
お
い
て
、
戒
こ
そ
が

定
慧
の
足
（
基
本
）
に
な
る
と
し
、
理
解
を
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
瞎
道
に
お
い
て
、「
禅
戒
」
の
語
は
「
禅
門
の
戒
」
と

い
う
意
味
に
留
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
慎
重
に
吟
味
す
る
と
、
定

道
共
戒
に
つ
い
て
は
、「
禅
門
戒
」
と
混
同
し
て
は
な
ら
ず
、
禅
戒

の
眷
属
だ
と
い
う
表
現
は
許
す
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

今
回
、「
禅
戒
」
の
意
義
を
考
察
し
て
い
く
中
で
、
江
戸
時
代
の

学
僧
達
の
間
で
、
こ
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
た
だ
の
「
禅
門

の
戒
」
と
い
う
意
味
に
留
め
る
場
合
と
、
思
想
的
に
進
め
て
「
禅
戒

一
如
」
ま
で
説
く
場
合
と
で
、
系
統
立
て
が
で
き
る
可
能
性
が
見
え

て
き
た
が
、
そ
れ
は
従
来
の
研
究
成
果
な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
機
会

を
得
て
考
察
し
た
い
。

②
懺
悔
・
布
薩

　

本
文
③
及
び
⑲
で
論
じ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
懺
悔
全
般
に

つ
い
て
論
じ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
特
に
布
薩
と
の
関
連
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
本
文
③
で
扱
わ
れ
た
の
は
、
授
戒
会
に
お
け
る
「
七
日
加

行
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
加
行
」
に
つ
い
て
は
、
面
山

の
「
但
州
説
戒
」
を
受
け
つ
つ
、
授
戒
会
に
お
け
る
諸
行
持
（
受
戒

の
前
行
）
を
、
恒
例
行
持
に
重
ね
て
行
う
こ
と
だ
と
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
瞎
道
は
「
受
戒
の
前
行
」
を
行
う
意
義
を
、「
今
、

受
戒
加
行
七
昼
六
夜
ノ
中
ニ
前
六
日
ニ
業
障
懺
悔
ノ
為
メ
ニ
慇
懃
ニ

三
世
ノ
三
宝
ヲ
禮
す
る
〈
迎
、
瓔
珞
經
ノ
如
シ
〉
也）

35
（

」
と
し
た
。
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そ
れ
は
つ
ま
り
、
悪
業
を
生
み
出
す
の
も
、
善
業
を
生
み
出
す
の
も

こ
の
身
口
意
の
三
業
で
あ
る
た
め
、
貪
等
の
心
を
起
こ
さ
な
い
と
決

定
し
て
、
三
宝
礼
拝
と
い
う
善
行
で
も
っ
て
、
悪
業
を
作
る
状
態
か

ら
「
之
ヲ
反
ス
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、「
礼
拝
行
と
い
う

事
懺
」
に
重
き
を
置
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
代
既
に
、
宗
門
の
授
戒
会
で
は
「
対
首
懺
悔
」

が
流
行
し
て
い
た
と
い
う
。「
対
首
懺
悔
」
に
つ
い
て
は
、
面
山
が

『
若
州
説
戒
』
で
批
判
し
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
そ
の
面
山

の
意
図
を
受
け
つ
つ
、
本
書
で
は
、
次
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
。

　

ま
ず
、
本
文
③
―
1
に
お
い
て
、
問
者
は
或
師
（
面
山
）
の
見
解

と
し
て
、「
対
首
懺
悔
」
が
宗
門
所
伝
の
儀
軌
本
に
無
い
と
し
た
説

は
妥
当
か
と
尋
ね
て
い
る
。
瞎
道
が
そ
れ
を
是
と
し
た
と
こ
ろ
、
問

者
は
続
け
て
、
対
首
懺
悔
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
確
認
し

た
。
瞎
道
は
、
面
山
の
意
図
は
そ
う
で
は
な
い
と
し
、
未
だ
受
戒
し

て
い
な
い
者
は
、
た
だ
行
動
の
善
し
悪
し
が
あ
る
の
み
で
「
破
戒

罪
」
で
は
な
く
、
行
動
の
善
し
悪
し
に
関
す
る
懺
悔
は
三
宝
礼
拝
が

妥
当
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
世
界
に
は
破
戒
の
者

も
多
い
た
め
、「
又
、
世
界
、
而
今
、
對
首
懺
ニ
因
テ
重
信
ヲ
生
カ

故
ニ
、
𡧧
ク
行
ズ
ベ
）
36
（
シ
」
と
主
張
し
た
。
い
わ
ば
、「
対
首
懺
悔
」

は
、
既
に
戒
を
受
け
た
者
が
行
う
懺
悔
と
し
て
考
え
て
い
る
と
い

え
、
こ
れ
か
ら
初
め
て
受
戒
す
る
者
は
、
三
宝
礼
拝
で
懺
悔
す
る
と

い
う
機
能
分
化
を
明
確
化
し
た
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
問
題
に
な
る
の
が
「
布
薩
」
で
あ
る
。
本
文
③
―
3
に

お
い
て
、
儀
礼
に
お
い
て
は
礼
仏
と
叉
磨
（
懺
悔
の
こ
と
）
と
、
ど

ち
ら
が
先
に
な
る
の
か
と
尋
ね
て
い
る
。
瞎
道
は
、
半
月
ご
と
の
布

薩
は
、
叉
磨
が
先
で
、
礼
仏
が
後
で
あ
る
と
し
、
そ
の
意
義
を
、

我
々
が
勝
果
を
得
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
修
行
を
行
う
べ
き
だ

が
、
そ
の
修
行
に
は
「
断
悪
」
と
「
修
善
」
が
あ
る
と
し
、
も
し
、

断
悪
が
十
分
で
な
け
れ
ば
十
分
な
修
行
に
は
繋
が
ら
な
い
た
め
、
布

薩
で
は
ま
ず
、
断
悪
た
る
叉
磨
を
先
に
行
う
の
だ
と
し
た
。
一
方

で
、
受
戒
の
時
に
は
、
そ
の
反
対
で
先
に
礼
仏
を
し
て
、
そ
れ
ま
で

の
行
動
の
懺
悔
を
行
い
、
そ
の
上
で
叉
磨
に
進
む
べ
き
だ
と
し
た
。

ま
た
、
本
文
⑲
で
も
布
薩
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
徹

底
し
て
、
布
薩
は
既
受
戒
者
の
み
を
対
象
と
し
、
未
受
戒
者
が
道
場

に
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
梵
網
経
』

の
第
四
二
軽
戒
を
挙
げ
た
。
一
方
で
、
受
戒
の
既
未
を
区
別
せ
ず
、

布
薩
説
戒
を
行
う
弊
風
が
あ
る
こ
と
も
歎
い
て
い
る
。

　

更
に
、
懺
悔
に
つ
い
て
、「
業
障
へ
の
懺
悔
」
と
「
犯
戒
へ
の
懺
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悔
」
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
面
山
『
若
州
説
戒
』
か
ら
発
想
を
得
て

い
る
が
、
特
に
前
者
を
「
礼
仏
に
よ
る
懺
悔
」
と
し
た
の
は
、
指
月

『
禅
戒
篇
』「
修
懺
」
項
か
ら
の
着
想
で
あ
ろ
う
。
自
ら
が
就
い
た
先

達
の
教
え
を
折
衷
し
て
提
示
す
る
様
子
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
瞎
道
は
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
に
お
い
て
、
本
書
よ
り
も

余
程
詳
し
く
「
懺
悔
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
研
究
を
進
め
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

③
十
六
条
戒
に
つ
い
て

　

宗
門
所
伝
の
「
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
」
の
特
徴
は
、
三
帰
・
三
聚
浄

戒
・
十
重
禁
戒
の
「
十
六
条
戒
」
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
本
書
に
お
い

て
も
そ
の
立
場
は
堅
持
し
て
い
る
。
な
お
、
指
月
『
禅
戒
篇
』
も
、

面
山
『
若
州
説
戒
』
も
同
様
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
瞎
道
の
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
に
は
、「
十
重
禁

戒
」
の
説
明
が
簡
潔
に
過
ぎ
る
も
、
指
月
『
禅
戒
篇
』
に
説
明
を
任

せ
て
い
る
と
い
う
評
価
が
あ
）
37
（
る
。

　

そ
こ
で
、
本
書
は
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
し
て
、
以
下
の
問
答
が
配
さ

れ
て
い
る
。

　
　

三 

帰 

戒
：
本
文
⑥
⑦
⑮

　
　

三
聚
浄
戒
：
本
文
⑩
⑪

　
　

十
重
禁
戒
：
本
文
②
⑫
⑭
⑯
（
⑯
は
小
問
1
・
2
含
む
）

　

三
帰
戒
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
本
文
⑮
で
あ
る
。
道
元
『
正
法

眼
蔵
』「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
を
挙
げ
な
が
ら
、
如
来
と
は
一
切
の

善
法
を
生
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
菩
薩
は
仏
に
帰
依
し
、
万
行

を
成
就
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
三
宝
帰
依
の
重
要
性
を

以
下
の
よ
う
に
示
す
。

　
　

故
ニ
佛
ヲ
舎
（
捨
に
同
じ
）
ツ
レ
バ
卽
是
一
切
菩
薩
之
命
ヲ
断

チ
、
而
其
ノ
成
佛
ノ
根
ヲ
絶
ス
。
若
シ
餘
戒
ヲ
毀
破
ス
レ
ハ
、

但
シ
道
ニ
於
テ
礙
有
ル
ノ
ミ
、
是
成
佛
之
根
本
ヲ
絶
ニ
ハ
非

也
。
佛
、
舎
可
不
ル
ヲ
以
、
故
ニ
法
僧
モ
亦
爾
）
38
（

リ
。

　

道
元
は
、「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
で
、
恐
ら
く
は
『
観
無
量
寿

経
』「
三
福
」
の
見
）
39
（

解
を
受
け
つ
つ
、
三
帰
こ
そ
が
他
の
戒
を
受
け

る
た
め
の
根
本
条
件
で
あ
る
と
示
す
け
れ
ど
も
、
瞎
道
は
そ
れ
を
転

じ
て
、
三
帰
を
も
し
破
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
成
仏
道
へ
の
根
本
条
件

を
失
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
⑯
―
2
は
「
十
重

禁
戒
」
に
関
連
し
、
特
に
「
第
十
毀
謗
三
宝
（
一
般
的
に
は
「
第
十

不
謗
三
宝
戒
」）」
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
、
併
せ
て
参
照
し
て
お
く

と
、
こ
ち
ら
で
は
「
法
」
に
関
す
る
不
謗
を
説
い
て
い
る
。
大
乗
に
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陥
り
が
ち
な
態
度
と
し
て
、
三
乗
の
内
二
乗
を
毀
謗
し
や
す
い
が
、

瞎
道
は
吾
が
単
伝
の
正
宗
で
は
三
乗
に
関
す
る
法
は
全
て
、
仏
祖
が

伝
来
し
て
き
た
方
便
で
あ
る
と
し
、
三
乗
法
は
も
ち
ろ
ん
、
世
間
に

お
け
る
様
々
な
治
生
産
業
、
芸
術
に
至
る
ま
で
も
、
正
理
に
随
え
ば

仏
祖
の
所
説
に
準
ず
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
瞎
道
に

お
け
る
世
間
の
産
業
へ
の
態
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
聚
浄
戒
に
つ
い
て
だ
が
、
本
文
⑩
へ
の
応
答
で
は
、
そ
の
戒
相

の
把
握
に
つ
い
て
『
教
授
文
』
に
任
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
上

で
、「
宗
傳
ノ
次
第
者
、
息
悪
修
善
度
生
）
40
（

也
」
と
し
て
、
三
聚
浄
戒

の
本
質
を
端
的
に
示
し
、『
瓔
珞
経
』
な
ど
の
説
を
受
け
つ
つ
、
各

条
の
意
義
を
解
説
し
た
。
特
に
、
本
文
⑪
へ
の
応
答
で
は
『
摂
大
乗

論
』（
実
際
に
は
、
吉
蔵
『
勝
鬘
宝
）
41
（

窟
』
か
ら
の
孫
引
き
）
を
受
け

て
、
三
聚
浄
戒
と
は
一
切
の
衆
生
、
自
他
共
に
成
仏
を
目
指
す
も
の

と
し
て
い
る
。
な
お
、
多
く
の
経
論
か
ら
引
い
て
、
三
聚
浄
戒
の
意

義
を
示
す
の
は
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
で
も
同
様
で
あ
り
、
本
書
の

成
果
を
発
展
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

十
重
禁
戒
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
ち
ら
も
基
本
は
、『
教
授
文
』『
梵

網
経
略
抄
』
な
ど
に
戒
相
の
解
説
は
依
拠
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

本
文
⑭
で
は
、
十
重
禁
戒
を
挙
げ
つ
つ
、
更
に
「
仏
法
の
大
海
に
は

信
を
以
て
入
る
」
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
、
瞎
道
は
「
菩
提
心
、

是
）
42
（
也
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
菩
提
心
を
離
れ
れ
ば
、
一
切
菩
薩
の
法

は
無
い
と
い
う
。
本
書
で
は
、「
菩
薩
戒
」
に
つ
い
て
主
題
と
し
て

採
り
上
げ
る
問
答
が
少
な
い
が
、
当
問
答
で
は
「
菩
提
心
」
に
関
連

し
て
論
じ
て
い
る
。
瞎
道
は
、
道
元
『
正
法
眼
蔵
』「
発
菩
提
心
」

巻
の
見
）
43
（
解
を
受
け
て
だ
と
思
う
が
、「
菩
提
心
ハ
則
自
未
得
度
先
度

佗
、
是
也
。
先
度
佗
之
心
深
厚
ナ
レ
ハ
、
一
切
ノ
法
儀
ニ
於
、
微
塵

ハ
カ
リ
モ
不
）
44
（

犯
」
と
し
て
、
自
未
得
度
先
度
他
の
菩
提
心
を
持
つ
か

ら
こ
そ
「
菩
提
薩
埵
」
と
呼
ば
れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
菩
提

心
を
発
露
し
て
、
一
切
衆
生
を
荷
負
し
て
導
く
の
が
菩
薩
で
あ
る
と

も
い
う
。
こ
こ
に
は
、
瞎
道
自
身
の
僧
侶
と
し
て
の
生
き
方
、
自
覚

ま
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

④
受
戒
と
伝
戒
に
つ
い
て

　

本
書
、
本
文
の
後
半
は
、
受
戒
と
伝
戒
（
室
内
）
の
問
題
を
挙
げ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
本
文
⑱
㉘
㉙
㉚
が
該
当
す
る
。

　

こ
の
内
、
本
文
⑱
に
つ
い
て
は
、
問
者
は
「
吾
宝
鏡
三
昧
東
西
同

契
ノ
戒
」
は
、「
入
室
ノ
真
子
」
こ
そ
が
受
け
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、

最
近
で
は
在
家
の
男
女
や
、
他
宗
の
信
仰
を
持
つ
者
も
混
在
し
て
受
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け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
室
内
・
室
外
の
差
を
付
け
る
べ
き
か
ど

う
か
を
尋
ね
て
い
る
。
瞎
道
の
返
答
は
、
石
頭
希
遷
『
参
同
契
』
か

ら
、「
霊
源
明
皎
潔
、
支
派
暗
流
注
」
と
「
暗
合
上
中
言
、
明
分
清

濁
句
」
を
引
い
て
、
特
に
明
と
し
て
の
霊
源
の
は
た
ら
き
に
よ
り
、

「
無
差
の
差
」
を
行
う
べ
き
だ
と
し
た
。
つ
ま
り
、「
一
戒
の
光
明
」

は
出
家
・
在
家
と
も
に
照
ら
し
出
す
た
め
に
、
自
他
は
無
い
け
れ
ど

も
、
世
の
「
坊
（
僧
侶
の
意
）」
は
自
ら
「
堤
坊0

」
と
な
る
こ
と
で
、

戒
の
法
水
を
濁
流
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
し

た
。
つ
ま
り
、「
今
、
室
内
室
外
堤
坊0

ナ
ル
、
是
卽
平
等
大
慧
之
致

所
）
45
（

也
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
僧
侶
の
側
が
、
正
し
く
受
け

る
べ
き
人
を
判
別
し
な
が
ら
、
い
た
ず
ら
に
儀
礼
を
混
雑
さ
せ
な
い

こ
と
こ
そ
が
、
平
等
と
の
見
解
に
な
り
、
ま
さ
に
面
山
が
『
若
州
説

戒
』
の
「
加
行
ノ
因
縁
」
項
で
述
べ
た
こ
）
46
（

と
に
通
ず
る
。

　

ま
た
、
本
文
㉘
で
は
、
問
者
が
受
戒
と
伝
戒
の
差
に
つ
い
て
尋
ね

た
が
、
本
書
で
は
そ
の
応
答
の
詳
細
を
示
さ
な
い
。
姉
妹
編
『
室
内

聯
灯
秘
訣
』
に
説
明
を
譲
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
文
㉙
で
は
、『
血
脈
』
図
の
書
式
に
関
す
る
口
訣
を
示
し
て
い

る
。
現
行
、
宗
門
の
『
血
脈
』
図
で
も
、
頂
上
に
円
相
を
記
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
関
連
で
、
新
た
に
戒
を
受
け
た
新
戒
の
者
の
下
か
ら
、

『
血
脈
』
図
を
廻
っ
て
上
り
、
直
接
に
円
相
に
繋
が
る
様
子
に
つ
い

て
、「
而
今
、
昇
降
シ
テ
不
凝
滞
之
謂
）
47
（
也
」
と
し
た
。
ま
た
、
円
相

の
真
下
に
「
本
師
仏
（
釈
尊
）」
の
名
を
記
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
威
音
已
前
ノ
成
道
モ
猶
是
レ
老
僧
ガ
兒
孫
也
ト
云
也
〈
云
云
）
48
（

〉」
と

し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
道
元
が
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
で

「
釈
迦
牟
尼
仏
、
あ
る
と
き
阿
難
に
と
は
し
む
、
過
去
の
諸
仏
は
、

こ
れ
た
れ
が
弟
子
な
る
ぞ
。
釈
迦
牟
尼
仏
い
は
く
、
過
去
諸
仏
は
、

こ
れ
我
釈
迦
牟
尼
仏
の
弟
子
な
）
49
（

り
」
と
示
し
た
、
宗
旨
の
根
幹
に
も

通
ず
る
教
示
だ
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
本
文
㉚
に
お
い
て
は
、『
血
脈
』
の
「
洞
済
両
）
50
（

聯
」
に

つ
い
て
問
者
は
尋
ね
て
い
る
け
れ
ど
も
、
瞎
道
は
正
面
か
ら
答
え
ず

に
、「
汝
、
親
ク
祖
室
ニ
入
バ
、
自
知
得
セ
）
51
（

ン
」
と
し
、
更
な
る
参

究
を
促
す
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
問
者
は
や
は
り
、
師

家
の
堂
奥
に
ま
で
達
し
た
こ
と
が
な
い
初
学
者
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。七

、
結
　
論

　

本
論
で
は
、
瞎
道
本
光
著
『
禅
戒
口
訣
或
問
』
の
検
討
を
通
し

て
、
瞎
道
に
お
け
る
禅
戒
観
を
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
、
本
書
は
瞎
道
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が
後
に
著
す
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
に
繋
が
る
著
作
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
両
書
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
更
に
、
瞎
道
が
引
用
し
た

菩
薩
戒
関
連
経
論
の
出
典
研
究
も
踏
ま
え
て
研
究
さ
れ
る
べ
き
だ

が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

　

ま
た
、
本
書
の
曹
洞
宗
禅
戒
研
究
史
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も

ほ
ぼ
確
定
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
瞎
道
の
本
師
で
あ
る
指

月
慧
印
『
禅
戒
篇
』
を
受
け
つ
つ
、
更
な
る
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

古
来
よ
り
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
こ
そ
、
そ
う
評
さ
れ
て
き
た
が
、

本
書
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
指
月
門
下
、

瞎
道
の
周
辺
に
お
い
て
は
、
戒
学
の
基
本
を
指
月
の
著
作
に
置
こ
う

と
す
る
態
度
が
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。

　

更
に
、
瞎
道
は
面
山
瑞
方
に
面
会
し
、
そ
の
薫
陶
も
受
け
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
本
書
で
は
面
山
の
「
但
州
説
戒
」
を
受
け
つ

つ
、
特
に
「
加
行
」
や
「
菩
薩
戒
授
受
の
作
法
」
に
関
連
し
た
議
論

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
、
黄
檗
宗
の
伝
来
を
受
け
、
大
乗

寺
の
月
舟
宗
胡
が
禅
戒
会
を
興
行
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
宗
門
一
般
に
急
激
に
広
が
っ
て
い
く
中
で
、
様
々
な

綻
び
が
生
じ
る
一
方
、
仏
祖
正
伝
の
作
法
な
ど
に
つ
い
て
関
心
が
持

た
れ
た
時
代
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
指
月
『
禅
戒
篇
』
同
様
に
、
瞎
道
も
本
書
で
、

『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
教
授
文
』
な
ど
を
用
い
な
が
ら
、
宗
門
の
戒
に

関
す
る
古
伝
の
宗
旨
を
参
究
し
て
い
た
様
子
が
分
か
っ
た
こ
と
は
、

当
時
の
宗
侶
達
が
、
徐
々
に
参
照
す
べ
き
文
献
を
確
定
し
つ
つ
、
宗

学
復
古
を
目
指
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
本
書
の
最
大
の
特
長
は
、
問
答
を
基
本
に
し
て
お
り
、

し
か
も
、
体
系
的
な
戒
学
を
学
ん
で
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
初
学
者

が
問
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
た
め
、
本
書
は
こ
の
現
代
に

お
い
て
も
、
初
学
者
へ
の
戒
学
教
育
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
一
冊

で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

今
後
、
機
会
を
得
て
全
文
を
翻
刻
し
、
宗
門
初
学
者
に
お
け
る
参

究
の
一
助
に
し
た
い
と
い
う
念
願
を
付
記
し
て
、
本
論
を
終
え
る
。

註（
1
） 

先
行
研
究
と
し
て
、
河
村
孝
道
『
正
法
眼
蔵
の
成
立
史
的
研
究
』

附
編
「
第
二
章
『
正
法
眼
蔵
却
退
一
字
参
』
考
」
に
収
録
さ
れ
る
「
瞎

道
本
光
行
状
・
著
述
略
譜
」
を
参
照
し
た
（
同
著
、
七
四
七
〜
七
五
二

頁
）。

　
　

ま
た
、
本
論
は
江
戸
時
代
の
禅
戒
思
想
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
研
究
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史
や
関
連
資
料
を
渉
猟
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
川
口
高
風
「
曹
洞
宗

の
戒
律
研
究
資
料
と
研
究
動
向
」（『
禅
研
紀
要
七
』
一
九
七
六
年
）
の

内
、
特
に
後
半
の
「
三　

禅
戒
研
究
資
料
」（
同
紀
要
、
一
〇
五
〜
一

一
五
頁
）
を
参
照
し
た
。

　
　

本
書
の
姉
妹
編
と
な
る
『
室
内
聯
灯
秘
訣
』
に
つ
い
て
は
、
拙
論

「
瞎
道
本
光
『
室
内
聯
灯
秘
訣
』
の
研
究
」（『
禅
研
紀
要
四
五
』
二
〇

一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

瞎
道
『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
は
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
一
二

月
に
武
蔵
竜
淵
寺
養
老
軒
で
著
さ
れ
た
。
現
在
は
、
岸
澤
文
庫
所
蔵
の

大
正
期
写
本
を
底
本
と
し
て
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
に
所
収
。
同
著
の

「
回
向
」
は
、「
讇
筆
回
向
言
」
に
始
ま
り
、『
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
〇

「
梵
行
品
第
八
之
六
」
か
ら
、
世
尊
が
阿
闍
世
に
示
し
た
凡
夫
が
行
う

べ
き
二
十
種
観
（『
大
正
蔵
』
巻
一
二
・
四
八
三
頁
ａ
〜
ｂ
）
に
つ
い

て
引
用
し
、
末
尾
に
「
必
竟
、
無
上
菩
提
に
回
向
す
」
と
締
め
括
っ
て

い
る
（『
曹
全
』「
禅
戒
」
四
二
二
頁
上
〜
下
段
）。

（
3
） 

本
書
、
二
一
丁
裏

（
4
） 

万
仞
道
坦
『
仏
祖
正
伝
禅
戒
鈔
』
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

自
序
を
付
し
て
刊
行
。『
曹
全
』「
禅
戒
」
に
収
録
さ
れ
る
が
、
同
著
の

特
徴
と
し
て
、『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
教
授
戒
文
』
の
本
文
に
、
経
豪

『
梵
網
経
略
抄
』
か
ら
抄
出
し
た
解
釈
を
挙
げ
、
更
に
は
経
論
か
ら
の

引
用
文
の
み
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
万
仞
自
身
の
私
意
を
挟
ん
で
い
な

い
と
の
評
価
が
あ
る
（『
曹
全
』「
解
題
」
一
四
〇
頁
参
照
）。
な
お
、

『
梵
網
経
略
抄
』
も
、
経
豪
は
先
師
上
人
の
言
葉
を
連
ね
た
の
み
で
、

余
詞
を
交
え
て
い
な
い
（『
曹
全
』「
注
解
二
」
六
三
八
頁
下
段
参
照
）

と
す
る
。

（
5
） 

本
書
、
二
一
丁
裏

（
6
） 

本
書
の
四
丁
裏
〜
六
丁
表
を
参
照
。

（
7
） 

本
書
、
二
三
丁
表

（
8
） 

本
書
に
は
書
写
時
の
乱
丁
が
見
ら
れ
（
な
お
、
書
写
者
と
は
異
筆

で
乱
丁
を
指
摘
し
て
い
る
）、
四
丁
裏
↓
五
丁
裏
↓
五
丁
表
↓
六
丁
表

と
続
い
て
い
る
。
よ
っ
て
、
問
答
の
順
番
と
丁
数
が
合
わ
な
く
な
っ
て

い
る
。

（
9
） 

指
月
『
禅
戒
篇
』
は
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
に
所
収
。

（
10
） 

本
書
、
二
丁
裏

（
11
） 

指
月
の
自
著
で
あ
る
『
荒
田
随
筆
』
へ
の
解
題
（『
曹
全
』「
解

題
」
四
九
四
頁
）
に
、
指
月
の
略
伝
と
著
作
に
つ
い
て
総
じ
て
書
か
れ

て
い
る
た
め
参
照
し
た
。

（
12
） 

面
山
瑞
方
『
若
州
永
福
和
尚
説
戒
』
は
『
曹
全
』「
禅
戒
」
に
所

収
。
以
下
、
本
論
で
は
『
若
州
説
戒
』
と
略
記
。

（
13
） 

本
書
、
四
丁
裏

（
14
） 

『
若
州
説
戒
』
巻
坤
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
一
七
二
頁
上
段

（
15
） 

拙
論
「
瞎
道
本
光
『
大
智
偈
頌
関
東
辯
矣
』
の
研
究
」（『
禅
研
紀

要
四
四
』
二
〇
一
六
年
）
の
註
記
23
（
同
紀
要
、
一
〇
三
頁
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
16
） 
本
書
一
八
丁
表
を
参
照
し
た
。
な
お
、「
吉
祥
甁
老
人
」
に
つ
い

て
、
こ
の
場
合
の
「
吉
祥
」
は
、
面
山
が
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
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春
に
開
い
た
小
浜
永
福
庵
の
林
号
で
あ
り
、
面
山
が
瓶
形
の
中
に
「
吉

祥
」
の
字
を
入
れ
た
落
款
を
、
自
著
や
所
蔵
文
献
に
押
し
て
い
た
こ
と

を
指
し
て
い
る
。

（
17
） 

『
若
州
説
戒
』
巻
坤
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
一
七
二
頁
下
段
〜
一
七

三
頁
上
段

（
18
） 

道
元
・
懐
弉
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
教
授
戒
文
』
は
、『
全
集
六
』

二
一
二
〜
二
一
七
頁
に
所
収
。
瑩
山
紹
瑾
が
訓
読
し
た
『
仏
祖
正
伝
菩

薩
戒
教
授
文
』
は
、
同
二
一
八
〜
二
二
一
頁
に
所
収
。

（
19
） 

本
書
、
九
丁
裏

（
20
） 

瑩
山
が
授
け
た
『
教
授
文
』
の
奥
書
に
は
、「
慧
球
姉
公
」
と

あ
っ
て
、
本
来
は
「
慧
球
大
姉
（
大
姉
の
意
味
は
、
現
今
と
は
異
な
る

か
）」
等
と
記
述
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
瞎
道

は
、『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
に
お
い
て
も
、『
教
授
文
』
を
採
り
上
げ
る

際
に
「
慧
球
大
師
」
と
し
て
い
る
（『
曹
全
』「
禅
戒
」
四
〇
六
頁
下

段
）
た
め
、
本
書
執
筆
時
と
同
じ
写
本
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

（
21
） 

本
書
、
一
八
丁
表

（
22
） 

経
豪
『
梵
網
経
略
抄
』
は
『
曹
全
』「
注
解
二
」
に
、『
正
法
眼
蔵

抄
』
付
録
と
し
て
所
収
。

（
23
） 

万
仞
『
禅
戒
鈔
』
の
冒
頭
に
は
「
規
約
」
六
箇
条
が
収
録
さ
れ
て

い
る
（『
曹
全
』「
禅
戒
」
四
五
五
頁
上
段
）。
概
略
を
示
せ
ば
、
本
書

を
刊
行
す
る
も
の
の
、
書
店
で
の
販
売
を
認
め
ず
、
未
受
戒
者
な
ど
に

見
せ
て
は
な
ら
ず
、
江
湖
会
な
ど
で
の
話
題
に
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う

に
と
、
取
り
扱
い
に
細
心
の
注
意
を
払
う
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
、

版
木
も
刊
行
後
一
五
年
で
破
棄
す
る
と
明
記
し
て
お
り
、
そ
の
流
通
が

極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

（
24
） 

万
仞
『
禅
戒
鈔
』
序
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
四
五
六
頁
上
段
、
訓
読

は
筆
者
。

（
25
） 

『
万
仭
道
坦
語
録
』（『
続
曹
全
』「
語
録
三
」
所
収
）
を
読
む
限

り
、
万
仭
と
三
河
（
愛
知
県
東
部
）
と
の
関
わ
り
は
、
寛
保
二
年
（
一

七
四
二
）
一
〇
月
か
ら
約
一
年
半
の
間
住
持
を
勤
め
た
長
円
寺
と
、
そ

の
後
佐
賀
の
泰
智
寺
を
経
て
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
か
ら
自
身
が

中
興
開
山
と
な
っ
た
額
田
郡
万
福
寺
と
が
あ
る
が
、「
深
山
」
に
多
年

に
わ
た
っ
て
居
し
た
と
い
う
記
述
か
ら
は
、『
正
法
眼
蔵
抄
』
及
び

『
梵
網
経
略
抄
』
は
万
福
寺
時
代
に
入
手
し
た
も
の
と
な
る
。
な
お
、

詳
細
に
つ
い
て
、
角
田
泰
隆
「
万
仭
」（『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
３
』
所

収
）
の
「
伝
記
」
を
参
照
す
る
と
、
現
在
の
愛
知
県
豊
田
市
に
所
在
す

る
妙
昌
寺
を
訪
れ
た
際
に
拝
覧
し
、「
経
豪
鈔
」
の
書
写
が
許
さ
れ
た

と
示
す
。

（
26
） 

道
元
が
入
宋
中
、『
嗣
書
』
拝
覧
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
際
に
、
天

童
山
の
宗
月
長
老
よ
り
受
け
た
教
示
の
語
で
あ
る
「
た
と
ひ
同
異
は
る

か
な
り
と
い
へ
ど
も
、
た
だ
ま
さ
に
雲
門
山
の
仏
は
か
く
の
ご
と
く
な

る
、
と
学
す
べ
し
」（『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
、『
全
集
一
』
四
二
七

頁
）
を
受
け
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

本
書
、
九
丁
表

（
28
） 
本
書
、
二
二
丁
裏
〜
二
三
丁
表

（
29
） 
『
大
正
蔵
』
巻
四
四
・
六
六
〇
頁
ｂ
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（
30
） 

『
大
正
蔵
』
巻
二
九
・
七
四
頁
ｂ

（
31
） 
「
心
地
戒
」
の
典
拠
は
、『
梵
網
経
』
あ
る
い
は
禅
宗
所
伝
の
戒
観

に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
32
） 

『
大
正
蔵
』
巻
四
一
・
六
五
五
頁
ｃ

（
33
） 

『
大
正
蔵
』
巻
四
四
・
六
六
〇
頁
ｂ

（
34
） 

『
曹
全
』「
禅
戒
」
四
一
六
頁
下
段

（
35
） 

本
書
、
四
丁
裏

（
36
） 

本
書
、
五
丁
裏

（
37
） 

『
宗
伝
戒
文
試
参
請
』
の
解
題
、『
曹
全
』「
解
題
」
一
三
七
頁

（
38
） 

本
書
、
一
四
丁
表

（
39
） 

道
元
が
、
晩
年
の
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
執
筆
に
当
た
っ
て
、

論
題
や
テ
ー
マ
を
、『
観
無
量
寿
経
』「
三
福
」
に
依
っ
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「『
観
無
量
寿
経
』「
三
福
」
と
道
元
禅
師

成
仏
論
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』

第
一
二
回
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
中
国
浄
土
教

の
善
導
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
三
福
の
戒
福
が
「
受
持
三
帰
、

具
足
衆
戒
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
、「
先
ず
三
帰
を
受
け
し
め
、
後
に

衆
戒
を
教
う
」
と
し
、
そ
の
上
で
「
然
れ
ど
も
戒
に
多
種
有
り
。
或
い

は
三
帰
戒
、
或
い
は
五
戒
、
八
戒
、
十
善
戒
、
二
百
二
十
戒
、
五
百

戒
、
沙
弥
戒
、
或
い
は
菩
薩
三
聚
戒
、
十
無
尽
戒
等
、
故
に
具
足
衆
戒

と
名
づ
く
る
也
」（『
大
正
蔵
』
巻
三
七
・
二
五
九
頁
ｃ
、
訓
読
は
筆

者
）
と
し
、「
三
帰
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
」
の
原
型
を
示
し
て
い
る
。

（
40
） 

本
書
、
九
丁
裏

（
41
） 

『
大
正
蔵
』
巻
三
七
・
二
一
頁
ｂ

（
42
） 

本
書
、
一
三
丁
表

（
43
） 

『
全
集
二
』
三
三
四
頁

（
44
） 

本
書
、
一
三
丁
表
〜
裏

（
45
） 

本
書
、
一
六
丁
裏

（
46
） 

面
山
は
『
若
州
説
戒
』「
加
行
ノ
因
縁
」
項
に
お
い
て
、
当
時
の

授
戒
会
で
、
在
家
者
に
対
し
て
も
「
登
壇
（
蓮
華
台
に
上
ら
せ
る
こ

と
）」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
（『
曹
全
』「
禅
戒
」
一
七
四

頁
上
〜
下
段
）。
瞎
道
は
そ
れ
を
受
け
て
、
授
戒
会
の
差
定
に
つ
い
て

批
判
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
47
） 

本
書
、
二
〇
丁
裏

（
48
） 

本
書
、
二
一
丁
表

（
49
） 

『
全
集
一
』
四
二
五
頁
。
な
お
、
永
昌
寺
本
『
真
字
正
法
眼
蔵
』

第
四
五
則
に
、「
世
尊
阿
難
見
塔
廟
」
話
が
収
録
さ
れ
、
世
尊
が
阿
難

に
対
し
て
「
過
去
の
諸
仏
、
是
れ
吾
が
弟
子
な
り
」
と
述
べ
る
問
答
が

見
ら
れ
る
（
河
村
孝
道
「
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
の
研
究
│
古
写
本
資
料

紹
介
と
本
文
対
照
校
異
│
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
四
五
』

一
九
八
七
年
、
参
照
）。

（
50
） 

「
洞
済
両
聯
」
と
は
、
曹
洞
宗
の
『
血
脈
』
に
、
栄
西
所
伝
の
臨

済
宗
黄
竜
派
の
系
譜
と
、
曹
洞
宗
の
系
譜
と
が
両
方
連
ね
て
書
か
れ
る

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
道
元
が
建
仁
寺
に
参
じ
て
い
た
関
係

で
、
当
時
の
参
学
師
・
明
全
（
一
一
八
四
〜
一
二
二
五
）
か
ら
栄
西
所

伝
の
菩
薩
戒
を
受
け
、
ま
た
、
入
宋
し
た
際
に
天
童
如
浄
（
一
一
六
二
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〜
一
二
二
七
）
よ
り
菩
薩
戒
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
と
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
江
戸
元
禄
期
の
宗
統
復
古
運
動
で
「
一
師
印
証
」
が
主
張
さ
れ
る

前
後
で
、
当
時
の
学
僧
達
の
間
で
問
題
と
な
り
、
例
え
ば
梅
峰
竺
信
は

宗
統
復
古
運
動
前
の
興
聖
寺
住
持
時
代
に
或
る
僧
と
普
説
（『
夢
窩
梅

峰
禅
師
語
録
』
巻
二
所
収
、『
曹
全
』「
語
録
二
」
五
六
頁
上
段
〜
五
七

頁
上
段
）
に
て
議
し
、
ま
た
卍
山
道
白
は
『
洞
門
衣
袽
集
』「
対
客
二

筆
」
に
お
い
て
『
授
理
観
戒
脈
』
を
典
拠
に
し
な
が
ら
、
洞
済
両
聯
へ

の
非
難
を
批
判
し
た
（『
曹
全
』「
室
中
」
一
二
五
頁
上
〜
下
段
）。

（
51
） 

本
書
、
二
一
丁
表

参
考
資
料

・『
禅
戒
口
訣
或
問
』
は
愛
知
学
院
大
学
図
書
館
所
蔵
・
同
禅
研
究
所
配

架
（
請
求
番
号188.8/02854

）
の
江
戸
期
写
本
を
参
照
し
て
い
る
。

具
体
的
な
写
本
時
期
は
不
明
な
る
も
、
紙
質
・
筆
致
な
ど
か
ら
江
戸
中

期
頃
と
判
断
し
た
。
な
お
、
付
さ
れ
て
い
る
返
り
点
・
送
り
仮
名
に
準

じ
て
読
み
下
し
つ
つ
、
句
読
点
を
補
っ
た
。
ま
た
、
漢
字
や
カ
ナ
は
一

部
を
除
い
て
底
本
に
従
っ
て
い
る
。

・『
曹
洞
宗
全
書
』『
続
曹
洞
宗
全
書
』（
と
も
に
曹
洞
宗
宗
務
庁
）
を
参

照
し
て
い
る
。
な
お
、
引
用
時
に
は
『
曹
全
』『
続
曹
全
』「
○
○
」
○

○
頁
○
段
と
し
、
巻
号
と
頁
数
の
み
で
略
記
し
て
い
る
。

・
永
平
道
元
の
著
作
は
春
秋
社
『
道
元
禅
師
全
集
』（
全
七
巻
）
か
ら
引

用
。
な
お
、
引
用
時
に
は
『
全
集
○
』
○
○
頁
と
し
、
巻
号
と
頁
数
の

み
で
略
記
し
て
い
る
。

・『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
を
参
照
し
た
が
、
訓
読
は
筆
者
。
引
用
に
際
し

て
は
、『
大
正
蔵
』
巻
○
・
○
○
頁
と
略
記
し
て
巻
数
・
頁
数
を
示

し
、
段
数
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
末
尾
に
付
し
た
。

・
河
村
孝
道
『
正
法
眼
蔵
の
成
立
史
的
研
究
』
春
秋
社
・
一
九
八
七
年

・
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
編
『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
３
』
吉
川
弘
文
館
・
一

九
九
三
年


